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お
知
ら
せ
10
月

相　
　

談

～各種相談についての秘密は厳守します。気軽にご相談ください～

※緊急車両の通行に支障となる不法駐車はやめましょう。

熊野町の火災と救急
－平成30年８月中－

火災件数 1件　　死傷者 0人
救急件数 78件　搬送人員 67人

お知らせ 10月

お　

知　

ら　

せ

名　称 月　日 時　間 相談員 内容など 相談場所・問合せ先

第３回
空き家問題110番 14日㈰ 10：00～16：00 司法書士 空き家についての相談に応じます。

電話相談のみ 511-7196
 広島司法書士会事務局

221-5345  

人権
ホットライン 16日㈫ 10：00～12：00

13：00～15：00 人権擁護委員 人権侵害、身の回りの悩み事な
ど電話で相談に応じます。

電話相談のみ
民生課 820-5635  

無料行政
相談所 19日㈮ 10：00～15：00 行政相談委員

行政に関して皆さんが日ごろか
ら感じる要望や意見、苦情など
を気軽に相談できます。

くまの・みらい交流館
総務課 820-5601  

無料
調停相談会 19日㈮ 10：00～16：00 民事調停委員

家事調停委員

離婚、相続、交通事故、多重債
務、土地建物のトラブル、土砂
災害に関するトラブルなどの相
談にも応じます。利用方法や手
続きについてもアドバイスしま
す。（30分／人程度）

広島バスセンター８階
アクアホール（広島市中区
基町）

広島民事調停協会
502-1389  

無料
法律相談 11月８日㈭ 13：15～17：00 弁護士

暮らしの中で生じた法律上の問
題（相談に関する書類がある場
合はお持ちください。45分／人
以内）※要予約

熊野町役場
民生課 820-5635

受付期間：10/19～
※土日祝日を除く
　8：30～17：00

生活困窮者
相談窓口

月～金
(祝日を除く) ８：30～17：15 福祉事務所

職員

自立をサポートする相談に応じます。
経済的に困窮し、最低限度の

生活の維持が困難な人（生活保
護受給者は除く。）

熊野町役場
民生課（福祉事務所）

820-5614

嘱
託
職
員
（
介
助
員
）
の
募
集

▽
募
集
人
員

：

若
干
名

▽
委
嘱
期
間

：

11
月
１
日
～
平

成
31
年
３
月
31
日
（
年
度
更
新

の
場
合
あ
り
）

▽
勤
務
日
等

：

【平
日
】
下
校
時

間
の
15
分
前
～
午
後
６
時
15
分

【土
曜
日
・
長
期
休
暇
等
】
午

前
７
時
45
分
～
午
後
６
時
15
分

の
う
ち
６
時
間
以
内

▽
報
酬
額

：

900
円
～
925
円
／
時
間

※
保
育
士
等
の
資
格
の
有
無
な

ど
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

▽
保
険

：

要
件
に
該
当
す
る
場
合
、

社
会
保
険
・
雇
用
保
険
加
入
あ
り

▽
応
募
締
切
等

：

「
選
考
申
込

書
」
を
記
入
の
う
え
、
所
持
資
格

の
免
状
（
写
）
を
添
え
て
、
10
月

17
日
㈬
（
必
着
）
ま
で
に
、
総
務

課
へ
提
出
。
※
面
接
に
よ
る
選
考

の
結
果
に
よ
り
採
用
し
ま
す
。

　

「
選
考
申
込
書
」
の
様
式
、

選
考
会
の
日
程
な
ど
の
詳
細
に

つ
い
て
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
総
務
課

へ
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

放
課
後
児
童
支
援
員
お
よ
び

補
助
員
の
募
集

総
務
課

820
‐
５
６
０
１
、
子
育

て
・
健
康
推
進
課

820
‐
５
６
３
７

募　
　

集

学
校
教
育
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

▽
主
な
業
務
内
容

：

障
害
の
あ

る
児
童
・
生
徒
の
教
科
指
導
補

助
な
ど
（
熊
野
第
一
小
学
校
）

▽
募
集
人
員

：

３
人

▽
委
嘱
期
間

：

11
月
１
日
～
平

成
31
年
３
月
25
日
（
年
度
更
新

の
場
合
あ
り
）

▽
勤
務
日
等

：

月
曜
日
～
金
曜

日
の
う
ち
、
次
の
①
、
②
、
③

で
学
校
長
が
割
り
振
る
時
間

①
週
29
時
間
、
②
週
22
時
間
③

週
11
時
間
程
度

※
原
則
午
前
８
時
45
分
～
午
後
３

時
30
分
（
一
日
の
勤
務
時
間
が
６
時

間
を
超
え
る
場
合
休
憩
時
間
45
分
）

※
勤
務
時
間
は
多
少
前
後
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
週
の
勤
務

時
間
等
の
詳
細
は
学
校
教
育
課

へ
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

▽
報
酬
額

：

920
円
／
時
間

▽
保
険

：

勤
務
時
間
①
社
会
保

険
・
雇
用
保
険
加
入
あ
り
、
勤

務
時
間
②
雇
用
保
険
加
入
あ
り

▽
応
募
締
切
等

：

「
選
考
申
込

書
」
に
記
入
の
う
え
、
10
月
17

日
㈬
（
必
着
）
ま
で
に
、
総
務

課
へ
提
出
。
※
面
接
に
よ
る
選

考
の
結
果
に
よ
り
採
用
し
ま
す
。

　

「
選
考
申
込
書
」
の
様
式
、

選
考
会
の
日
程
な
ど
の
詳
細
に

つ
い
て
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
総
務
課

へ
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

総
務
課

820
‐
５
６
０
１
、

学
校
教
育
課

820
‐
５
６
２
０

熊
野
町
農
業
委
員
会

農
業
委
員
の
募
集
に
つ
い
て

▽
募
集
人
員

：

２
人

▽
任
期

：

町
長
が
任
命
し
た
日

～
平
成
32
年
７
月
19
日

▽
報
酬
額

：

１
万
１
千
400
円
／
月

▽
募
集
期
間

：

10
月
４
日
㈭
か
ら

▽
応
募
方
法
等

：

所
定
の
推
薦

書
、
応
募
届
出
書
（
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
、
都
市
整
備
課
、
町
内
各

公
民
館
等
で
配
布
）
を
記
入
の
う

え
、
10
月
31
日
㈬
（
必
着
）
ま
で

に
、
都
市
整
備
課
へ
提
出
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、

都
市
整
備
課
ま
で
お
問
い
合
せ

く
だ
さ
い
。

都
市
整
備
課

820
‐
５
６
０
８

　

広
島
県
最
低
賃
金
は
平
成
30

年
10
月
１
日
か
ら
、
時
間
額　

８
４
４
円　

で
す
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
広
島
労

働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室
（

221
‐
９
２
４
４
）
、
広
島
中
央

労
働
基
準
監
督
署
（

221
‐
２

４
６
０
）
ま
で
、
お
問
い
合
せ

く
だ
さ
い
。 

（
地
域
振
興
課
）

最
低
賃
金
改
定
の
お
知
ら
せ

～
平
成
31
年
に
小
学
校
・
中
学
校
に
入
学
す
る
お
子
さ
ん
が
い
る
ご
家
庭
の
保
護
者
の
皆
さ
ま
へ
～

学
校
教
育
課
☎
820
‐
５
６
２
０

就
学
援
助
新
入
学
学
用
品
費
の
前
倒
し
支
給
に
つ
い
て

　

平
成
31
年
度
に
小
学
校
・
中
学
校
に
入
学
予
定
の
お
子
さ
ん

が
い
る
、経
済
的
に
お
困
り
の
ご
家
庭
の
保
護
者
を
対
象
に
（
※

審
査
の
う
え
、
認
定
し
ま
す
）、
新
入
学
学
用
品
費
を
、
入
学

前
の
平
成
31
年
２
月
に
前
倒
し
て
支
給
し
ま
す
。

新
一
年
生
の
通
学
区
域
制
度
に
つ
い
て

　

小
学
校
・
中
学
校
に
入
学
す
る
新
一
年
生
は
、
申
請
に
よ
り
、

就
学
す
る
学
校
を
、
本
来
の
通
学
区
域
の
学
校
か
ら
、
選
択
で

き
る
学
校
へ
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

新小学1年生
（平成30年度から新たに実施）

新中学１年生
（平成29年度から既に実施）

申請締切 平成31年１月31日（木）
支給額 40,600円 47,400円
支給日 平成31年２月末日

申請方法

「平成30年度就学援助新入学学用品
費就学前支給申請書兼世帯票」に添
付書類を添えて提出
【書類提出先】学校教育課
※ 申請用紙は「就学時健診および弾

力化申請の案内」の通知に同封し
ます。（10月中旬）

「平成30年度就学援助費申請書兼
世帯票」に添付書類を添えて提出
【書類提出先】在籍する小学校
※ 既に認定されている方は、提出

する必要はありません。
※申請用紙は学校に配置しています。

対象者

平成31年４月に熊野町立小、中学校もしくは町外の国公立小、中学校に入学
予定の児童および就学予定者の保護者のうち、以下の条件に当てはまる人
　・平成31年２月１日時点で熊野町に在住している人
　・期限内に申請書を提出した人
　・就学援助(準要保護)の認定を受けた人（認定のための審査あり。）
※次の人は対象になりません。ご注意ください。
　・私立小、中学校に入学する児童および就学予定者の保護者
　・生活保護の入学準備金を受給される人
　・熊野町以外で新入学学用品費の支給を受けた人

注意事項

　・ 平成31年２月１日以降に熊野町から転出した場合、転出先自治体に、
熊野町で新入学学用品費の入学前支給を行った旨の通知を行います。
新入学学用品費の返還は不要です。

　・ 今回の新入学学用品費の前倒し支給を受けた人は、「平成31年度就学
援助制度」に認定された場合でも、４月の新入学学用品費の支給は受
けられません。

　

通
学
区
域
の
申
請
の
説
明
書

と
申
請
書
に
つ
い
て
は
、
新
小

学
一
年
生
の
ご
家
庭
に
は
、
就

学
時
健
康
診
断
の
案
内
と
と
も

に
、
10
月
上
旬
に
お
届
け
し
ま

す
。
ま
た
、
新
中
学
一
年
生
の

ご
家
庭
に
も
同
時
期
に
お
届
け

し
ま
す
。

　

な
お
、
申
請
書
は
、
熊
野
町

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※
期
限
を
過
ぎ
た
申
請
は
受
理

で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

※
本
来
の
通
学
区
域
の
学
校
を

希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
今
回
の

手
続
き
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

就
学
時
健
康
診
断
に
つ
い
て

は
、
11
月
号
の
広
報
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

　

通
学
校
の
変
更
を
希
望
さ
れ

る
場
合
は
、
申
請
書
を
教
育
委

員
会
に
郵
送
、
ま
た
は
持
参
に

て
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
期
限

　

11
月
15
日
㈭
（
必
着
）

本来の通学区域の学校 選択できる学校

第一小学校 第二小学校、第三小学校、
第四小学校

第二小学校 第一小学校

第三小学校 第一小学校、第四小学校

第四小学校 第一小学校、第三小学校

熊野中学校 熊野東中学校

熊野東中学校 熊野中学校

【
第
29
回
み
よ
し
市
民

復
興
祈
念
花
火
ま
つ
り
】

　

平
成
30
年
７
月
豪
雨
に
よ

り
延
期
と
な
っ
て
い
た
「
第
29

回
み
よ
し
市
民
納
涼
花
火
ま

つ
り
」。
皆
さ
ん
を
元
気
づ
け

ら
れ
る
よ
う
に
と
「
第
29
回

み
よ
し
市
民
復
興
祈
念
花
火

ま
つ
り
」
と
、
名
称
を
改
め

て
開
催
。
三
次
盆
地
の
音
響

効
果
も
あ
っ
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

な
迫
力
の
花
火
イ
ベン
ト
で
す
。

10
月
20
日
㈯
午
後
７
時
～

午
後
８
時
半
（
荒
天
時
は
翌

21
日
㈰
へ
順
延
）

巴
橋
下
流（
三
次
市
十
日

市
西・三
次
町
）

無
料

（
一
社
）
三
次
市
観
光
協

会

０
８
２
４
‐
63
‐
９
２

６
８

（
地
域
振
興
課
）


